
土木工事標準歩掛の訂正

工　種　名 誤 正 適　用

塗装塗替足場
工

誤記の訂正

⑭－4 塗装塗替足場工 
 

 

１． 適 用 範 囲  

本資料は，既設橋の塗装塗替に伴う吊足場で，全面足場板（板張防護兼用）を行う場合に適用するものとし，

足場の種類は，パイプ吊足場及びシステム（パネル式）吊足場とする。 

システム（パネル式）吊足場とは，親パイプ，ころばしパイプ及び足場板を一体化したパネル式構造のことを

示す。 

 １―１ 適用出来る範囲 

（１）桁形式が，鈑桁又は箱桁形式の場合（ただし少数鈑桁・細幅箱桁は除く） 

（２）塗装塗替と足場を兼用し補修を行う床版の断面修復工（左官工法），ひび割れ補修工等のうち、吊足場

の補強や部材追加を行わない場合 

 １―２ 適用出来ない範囲 

（１） 桁形式が，鈑桁・箱桁形式以外の場合 

（２） 鈑桁又は箱桁形式のうち，少数鈑桁又は細幅箱桁の場合 

（３）塗装部位が点在し塗装塗替を行うなど断続的に足場を設置する場合 

（４）1吊足場設置箇所当りの足場工の必要橋面積が50m2未満又は1径間未満の場合 
 

２． 施 工 概 要  

施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1．素地調整工（ブラスト・塗装剥離剤）における養生シートは含まれていないため，必要な場

合は，別途計上する。 

2．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。  

 

図２―１ 施工フロー 

 

吊 り チ ェ ー ン 盛 替 え 塗 装 塗 替 工 

シ ー ト 設 置 

シ ー ト 撤 去 

主 体 足 場 設 置 

朝 顔 ・ 板 張 設 置 

機 材 搬 入 

朝 顔 ・ 板 張 撤 去 

機 材 搬 出 

主体・中段足場撤去 

中 段 足 場 設 置 桁 高 1 . 5 ｍ 以 上 
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⑭－4 塗装塗替足場工 
 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，既設橋の塗装塗替に伴う吊足場で，全面足場板（板張防護兼用）を行う場合に適用するものとし，

足場の種類は，パイプ吊足場及びシステム吊足場とする。 

パイプ吊足場とは，足場板をおやごパイプやころばしパイプ，チェーンを使って橋桁から吊り下げる足場の形

式である。 

システム吊足場とは，おやご，ころばし，足場板を一体化したパネル式吊足場や，先行しておやご，ころばし

等の足場部材を張り出し施工する構造とした先行床施工式吊足場がある。 

なお，本歩掛におけるシステム吊足場は，システム吊足場のうち，おやご，ころばし，足場板を一体化したパ

ネル式吊足場であり，それ以外のシステム吊足場を使用する場合は，本歩掛に依らず別途考慮する。 

 １―１ 適用出来る範囲 

（１）桁形式が，鈑桁又は箱桁形式の場合（ただし少数鈑桁・細幅箱桁は除く） 

（２）塗装塗替と足場を兼用し補修を行う床版の断面修復工（左官工法），ひび割れ補修工等のうち、吊足場

の補強や部材追加を行わない場合 

 １―２ 適用出来ない範囲 

（１）桁形式が，鈑桁・箱桁形式以外の場合 

（２）鈑桁又は箱桁形式のうち，少数鈑桁又は細幅箱桁の場合 

（３）塗装部位が点在し塗装塗替を行うなど断続的に足場を設置する場合 

（４）1吊足場設置箇所当りの足場工の必要橋面積が50m2未満又は1径間未満の場合 
 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1．素地調整工（ブラスト・塗装剥離剤）における養生シートは含まれていないため，必要な場

合は，別途計上する。 

2．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 
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土木工事標準歩掛の訂正

工　種　名 誤 正 適　用

誤記の訂正

トンネル清掃
工
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